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議案第９２号

福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴

い，マンションの建替えに関する建築物の容積率の特例の許可の事務に係る手数料の額を定

める等の必要があるによる。

福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例

　福岡市建築関係手数料条例（平成１２年福岡市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　第２条に次の２号及び１項を加える。

⑻　マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）関係の手数料　

別表第８

⑼　高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）関係

の手数料　別表第９

２　前項に定めるもののほか，次の各号のいずれかの規定による申出に係る計画が，建築基

準法に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を要する場合は，同項第５号，第７号又は

第９号に定める手数料の金額に，それぞれ別表第１０に定める手数料の金額に１００分の１０８を

乗じて得た金額を加算するものとする。

⑴　長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項（同法第８条第２項において準

用する場合を含む。）

⑵　都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項（同法第５５条第２項において準用す

る場合を含む。）

⑶　高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１７条第４項（同法第１８条第

２項において準用する場合を含む。）



議案第９２号

2

　別表第１　１の項ただし書及び各号を削り，同表４の項から８の項までの規定中「第１８条

第１４項」を「第１８条第１６項」に改め，同表９の項中「第１８条第１７項」を「第１８条第１９項」に

改め，同表１０の項中「第７条の６第１項第１号」の次に「又は第２号」を加え，「第１８条第２２

項」を「第１８条第２４項」に，「承認（法第７条第１項の規定に基づく完了検査又は第１８条第１４

項の規定に基づく完了の通知による申請が受理された後の承認を除く。）」を「認定」に，「仮

使用承認申請手数料」を「仮使用認定申請手数料」に改め，同表備考第１項第１号中「（構造

計算適合性判定を要する建築物の加算額の算定については，当該建築物に係る構造計算を要

する部分の床面積とする。）」を削り，同項第２号中「とし，構造計算適合性判定を要する建

築物の加算額の算定については，当該建築物に係る構造計算を要する部分の床面積」を削り，

同項第３号及び第４号中「（構造計算適合性判定を要する建築物の加算額の算定については，

当該建築物に係る構造計算を要する部分の床面積とする。）」を削り，同表備考中第２項及び

第３項を削り，第４項を第２項とする。

　別表第５　１の項第１号中「６０,０００円」を「５９,０００円」に，「，８,１００円」を「７,９００円，同法

による住宅性能評価書（以下単に「住宅性能評価書」という。）を添付して申請した場合につ

いては２０,０００円」に改め，同項第２号ア中「１４３,０００円」を「１４０,０００円」に，「，１６,０００円」を

「１５,０００円，住宅性能評価書を添付して申請した場合については７５,０００円」に改め，同号イ中

「２２９,０００円」を「２２４,０００円」に，「，２８,０００円」を「２８,０００円，住宅性能評価書を添付して申

請した場合については１２０,０００円」に改め，同号ウ中「４５２,０００円」を「４４４,０００円」に，「，４１,０００

円」を「４０,０００円，住宅性能評価書を添付して申請した場合については２２７,０００円」に改め，同

号エ中「８１０,０００円」を「７９５,０００円」に，「，７７,０００円」を「７５,０００円，住宅性能評価書を添付

して申請した場合については３８９,０００円」に改め，同号オ中「１,３９４,０００円」を「１,３６８,０００円」

に，「，１３３,０００円」を「１３０,０００円，住宅性能評価書を添付して申請した場合については５９８,０００

円」に改め，同号カ中「２,５７９,０００円」を「２,５３１,０００円」に，「，２１９,０００円」を「２１５,０００円，住

宅性能評価書を添付して申請した場合については１,０９０,０００円」に改め，同号キ中「３,６８５,０００

円」を「３,６１７,０００円」に，「，２７０,０００円」を「２６５,０００円，住宅性能評価書を添付して申請し

た場合については１,４８６,０００円」に改め，同号ク中「４,５１４,０００円」を「４,４３１,０００円」に，「，

２８８,０００円」を「２８２,０００円，住宅性能評価書を添付して申請した場合については１,７９８,０００円」

に改め，同表３の項及び４の項中「２,７００円」を「２,６００円」に改め，同表備考後段を削る。

　別表第７備考後段を削り，同表の次に次の３表を加える。
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事　　　務 名　　　称 金　　　　　額

　マンションの建替え

等の円滑化に関する法

律第１０５条第１項の規

定に基づく建築物の容

積率に関する特例の許

可の申請に対する審査

要除却認定マンショ

ン建替えに関する建

築物の容積率の特例

許可申請手数料

１６０,０００円

別表第８

別表第９

事　　　務 名　　　称 金　　　　　額

　高齢者，障害者等の

移動等の円滑化の促進

に関する法律第１７条第

４項（同法第１８条第２

項において準用する場

合を含む。）の規定に

基づく申出に対する審

査

適合通知の申出手数

料

　申出に係る建築物の床面積の合計の区分に

応じ，別表第１　１の項から３の項までに規

定する手数料の金額を合計した金額

別表第１０

名　　　　　称 金　　　　　額

構造計算適合性判定に準じた審査手数料 ⑴　次に掲げる構造計算適合性判定に準じた

審査を行う建築物の床面積の合計の区分に

応じ，建築物１棟につきそれぞれにおいて

定める額（⑵に掲げる場合を除く。）

ア　１,０００平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の　

１７５,０００円（限界耐力計算等の場合は，

２０７,０００円）

イ　１,０００平方メートルを超え２,０００平方

メートル以内のもの　２３０,０００円（限界耐

力計算等の場合は，２７７,０００円）

ウ　２,０００平方メートルを超え１０,０００平方

メートル以内のもの　２６２,０００円（限界耐

力計算等の場合は，３１６,０００円）

エ　１０,０００平方メートルを超え５０,０００平方

メートル以内のもの　３４５,０００円（限界耐

力計算等の場合は，４２１,０００円）
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オ　５０,０００平方メートルを超えるもの　

６２５,０００円（限界耐力計算等の場合は，

７７４,０００円）

⑵　建築基準法（以下この表において「法」

という。）第２０条第１項第２号イ又は第３

号イの規定に基づき国土交通大臣の認定を

受けたプログラムによる構造計算によって

安全性を確かめられた建築物の場合は，次

に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応

じ，建築物１棟につきそれぞれにおいて定

める額

ア　１,０００平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の　

１２２,０００円（限界耐力計算等の場合は，

１４３,０００円）

イ　１,０００平方メートルを超え２,０００平方

メートル以内のもの　１５０,０００円（限界耐

力計算等の場合は，１７７,０００円）

ウ　２,０００平方メートルを超え１０,０００平方

メートル以内のもの　１６４,０００円（限界耐

力計算等の場合は，１９５,０００円）

エ　１０,０００平方メートルを超え５０,０００平方

メートル以内のもの　２０５,０００円（限界耐

力計算等の場合は，２４７,０００円）

オ　５０,０００平方メートルを超えるもの　

３４４,０００円（限界耐力計算等の場合は，

４２２,０００円）

　備考

１　この表に掲げる床面積の合計は，建築物に係る構造計算を要する部分の床面積につ

いて算定する。

２　この表に掲げる１棟について，法第２０条第２項の規定によりそれぞれ別の建築物と

みなされる建築物の部分である場合にあっては，当該建築物の部分をもって１棟とす

る。

３　この表の限界耐力計算等の場合は，建築基準法施行令第８２条の５に規定する限界耐

力計算及び同令第８１条第２項第１号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った

構造計算のうち，福岡県知事が告示するものによって構造計算が行われた建築物の場

合とする。
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４　この表に掲げる手数料の金額は，特に定めがあるものを除き，１件についての金額

とする。

　　　附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第２条に１項を加える改正規定，別

表第１の改正規定，別表第５備考後段を削る改正規定，別表第７備考後段を削る改正規定及

び別表第７の次に３表を加える改正規定（別表第１０に係る部分に限る。）は，平成２７年６月１

日から施行する。




